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企業管理職の残業手当について 
 
中国では、日本以上に政府部門による労働監査が厳しいです。その中でも、「残業問題」

はよく取上げられます。今回はその残業について、支払免除の特別規定を一つ紹介します。 
 
現在、中国では、労働者の労働時間を１日８時間・１週間４０時間とされ、この基準

は、あらゆる雇用者に適用されるものであります。残業の場合、企業は労働者に残業手当

を支払わなければなりません。 
   
企業の上層管理者は、業務上の特性により労働基準時間を遵守することが困難であり、

基準時間外の仕事の対応はよくあります。 
日本では、管理監督の地位にある者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用

されないため、時間外の割増賃金を支払わなくても問題はありません。しかし、中国の場

合、管理職であっても、通常の労働基準時間を規定した(労働時間を１日８時間と規定した)

労働契約を結んでいる以上、残業手当を支払う必要があります。 

ただ、当該管理職との労働契約が、通常の労働基準時間を規定したものではなく、不

定時労働制を規定しているものであれば、残業手当を支払う必要がありません。 

 

不定時労働制とは、労動基準時間にて労働時間を計算しない制度で、企業がその他の

基準を適切に確定し、それに応じて労働者の労働時間と休憩時間を確定する方法です。実

務の中に、企業は上層管理者、販売員、外勤社員及びその他の労働基準時間を実施するこ

とができない従業員に不定時労働制を実施することができます。 

注意してほしいのは、不定時労働制を実施しようとする企業が事前に各地方労働行政

機関に申請をしなければなりません。条件などはいろいろありますが、必ずご確認してか

ら行ってください。 
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